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◇いじめは人権を侵害する行為
いじめは、受けた子どもの心に、大人になっても消えない傷を残します。子どもたちが毎日楽しく、将
来明るい希望を持って生活していくためには、子どもに関わる全ての人と関係機関などが、「いじめを絶
対許さない」という意識を持ち、社会全体で向き合う姿勢が必要です。

川口市いじめを防止するための
まちづくり推進条例 平成２９年４月１日施行

いじめ対応教員（市立学校各校）
・学校全体でいじめの防止に取り組むた
めの中心的な役割を担います。
・子ども関連団体や関係機関などに対し、
必要な措置や協力を求めます。
・「川口市いじめから子どもを守る委員
会」などの調査・調整に協力します。

市や学校、子ども関連団体など、全
ての大人が、「いじめは、どの子にも、
どんなところでも起こる問題であ
る」との共通認識を持ち、地域社会
をあげていじめの防止に取り組むことができるよう、そ
れぞれの責務や役割を定めています。

ひとりで悩んでいませんか？　いつでもご相談ください。

11月はいじめ撲滅強調月間

川口市いじめから
子どもを守る委員会
川口市いじめから
子どもを守る委員会
法律・教育・心理の3人の専門委員が面接に
より丁寧にお話を伺います。
悩みを抱えている本人を中心にして、取り巻
く環境の整理をしつつ、その子どもの持つ回
復力を引き出すにはどうしたらよいかという
視点に立って、相談・支援を行います。

●その他の相談窓口

i　０４８－２５８－４０９３
a月～金曜日 8：３0～17：15※祝日、年末年始を除く

※受信日から2日以内に返信（休業日を除く）
Mmamoru@city.kawaguchi.saitama.jp

第1～第3木曜日の午後（予約制）

●いじめ相談テレフォン
　i048-264-1510
　a月～金曜日 9：00～18：００　※祝日、年末年始を除く

●いじめ相談メール
　Mijimesoudan@city.kawaguchi.saitama.jp
　※氏名、住所、児童・生徒の在籍校名・学年を記入してください。

条例の
ポイント

取り組み①　
川口市いじめから子どもを守る委員会
・法律・教育・心理の3人の専門委員（条
例第18条の規定により選任）。
・子どもや保護者、市民のかたからのい
じめ相談に対応します。
・必要に応じ、学校や子ども関連団体な
どへの調査・是正措置の要請などを行
い、問題の解決に向けて取り組みます。

取り組み②　

～川口市は、いじめのないまちづくりを目指します～

面 接 相 談 日

問い合わせ…青少年対策室　i048-258-1115　k048-252-7776

　県内市町村と埼玉県では「ストップ！滞納」を合言葉に徴収対策
を進めています。
　収入や財産がありながら市税や国民健康保険税を納付していない
滞納者に対しては滞納整理（差し押さえなど）を強化し、税負担の
公平性を確保していきます。

a11月19日㈮
b自動車税事務所　別館（さいたま市大宮区下町3-8-3）　
g特別債権回収課　i048-271-9248　k048-258-4805
※面積には、共有の私道などの面積が含まれています。
　完納などにより、中止になる場合もあります。
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埼玉県と県内 63市町村の合言葉

10月～
12月は

滞納整理
強化期間

ストップ！

令和2年度
97.26％
983.6億円

平成30年度
96.61％
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令和元年度
97.19％
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市税の収納率と
収入額
（決算ベース）

不動産公売

収納率は毎年向上！

a休日相談…12月12日㈰9:00～17:00
　夜間相談…12月13日㈪、14日㈫19:00まで
b第一本庁舎3階8番窓口　o催告書、印鑑（支払い相談の場合は必須）
g市・県民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税

…納税課　i048-259-7949　k048-258-4805
　国民健康保険税…国保収納課　i048-259-7671　k048-258-4087

休日・夜間納税等相談窓口


